
徳
島
県
文
化
の
森
総
合
公
園
文
化
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
文
化
の
森
総
合
公
園
文
化
施
設
条
例
（
平
成
二
年
徳
島
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

徳
島
県
立
図
書
館
協
議
会
、
徳
島
県
立
博
物
館
協
議
会
、
徳
島
県
立
近
代
美
術
館
協
議
会
及
び
徳
島
県
立
鳥
居
龍
蔵
記
念
博
物
館
協
議
会
の
委
員
は
、
学
校
教
育
及
び
社
会
教
育
の
関

係
者
、
家
庭
教
育
の
向
上
に
資
す
る
活
動
を
行
う
者
並
び
に
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
任
命
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提
案
理
由

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
図
書
館
法
及
び
博
物
館
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

徳
島
県
立
図
書
館
協
議
会
、
徳
島
県
立
博
物
館
協
議
会
等
の
委
員
の
任
命
の
基
準
に
つ
い
て
条
例
で
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

第
五
十
六
号

徳
島
県
文
化
の
森
総
合
公
園
文
化
施
設
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

徳
島
県
文
化
の
森
総
合
公
園
文
化
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
三
日
提
出

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

初
校

第
五
十
六
号

徳
島
県
文
化
の
森
総
合
公
園
文
化
施
設
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
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平
成
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議
案


